
 

 

 次に、こども誰でも通園制度につ

いてお伺いします。 

 保育所等を利用していないゼロ歳

から２歳児を育てている家庭の育児

不安が高まっていると言われていま

す。そのような家庭が利用できるも

のに、一時預かり事業があります。

この事業の利用者の中には、こども

誰でも通園制度に期待する声があり

ます。 

 一方、通常の保育でも人手不足の

中で、人見知りの多い時期の子供を

受け入れる体制が取れるのか、子供

の安全を保障できるのかという課題

もあります。公定価格、利用料につ

いては現在検討中であり、年末に示

されることになっていますが、子供

の利用時間に対応した収入のみとな

ると、病気などでキャンセルが生じ

れば、たちまち赤字となり得ます。

事業として成り立つのか難しいとこ

ろではないでしょうか。 

 そこで、お伺いいたします。 

 １点目、こども誰でも通園制度と

一時預かり事業は、利用する側から

すれば同じようなものではないかと

の声もありますが、こども誰でも通

園制度を開始することを理由に、一

時預かり制度を縮小するお考えはあ

りますか。 

 ２点目、昨年２月議会での市の御

答弁にありました課題では、保育士

及び保育室に余裕がない、子供への

影響についても、利用時間に制約が

あるため、環境変化に対応する心身

への負担が大きいものと推察される

とのことでしたが、現在どのような

状況でしょうか。 

 ３点目、保育園等からはどのよう

な声がありますか。 

 以上３点、御答弁よろしくお願い

いたします。 

○議長（田窪秀道） 答弁を求めま

す。藤田福祉部こども局長。 

○福祉部こども局長（藤田惠女）

（登壇） こども誰でも通園制度に

ついてお答えいたします。 

 まず、一時預かり事業の縮小につ

いてでございます。 

 こども誰でも通園制度は、全ての

子供の良質な生育環境を保障するこ

とを目的としております。一方で、

一時預かり事業は、主に保護者の育

児負担の軽減を目的としており、そ

の目的が異なっております。 

 一時預かり事業は、子供の経験や

成長を促進するために利用されるこ

ともありますが、利用希望者が多い

ため、こども誰でも通園制度の実施

後もニーズの減少はないと考えてお

ります。 

 国におきましても、両事業は補完

関係にあると見解を示しているよう

に、両立させることで、多様なニー

ズに応じた子育て支援を継続してま

いります。 

 次に、こども誰でも通園制度の課

題についてでございます。 

 令和６年２月議会で答弁しました

ように、保育士の確保は依然として

厳しい状況でございます。また、月

の利用上限時間が10時間であること

から、通常保育や一時預かり事業に

比べ、子供が集団生活に慣れるには

時間がかかると推察されます。初期

の親子通園や同一園での定期的な利

用など、子供が無理なく園になじむ

ことができる方法を選択する必要が

あると考えております。 

 次に、保育園等からの声について

でございます。 

 令和７年７月に、市内の教育・保

育施設を運営する事業者を対象に事

業説明会を実施した際、利用料や給



 

付費などが示されていないため、事

業の実施について具体的に検討がで

きないとの意見がございました。今

後、国から公定価格などが示され次

第、速やかに事業者に通知し、事業

実施に向けて、引き続き準備を進め

てまいります。 

○議長（田窪秀道） 片平恵美議

員。 

○７番（片平恵美）（登壇） 本来

の趣旨は、未就園児を育てる家庭へ

の支援と、未就園児であっても集団

の中で子供が育つ場の提供ですが、

そのためには課題がてんこ盛りで

す。国に対して、要望していただき

たいことが３点あります。 

 １点目、子供に適切な保育を提供

できるよう、基準を引き上げるこ

と。 

 ２点目、事業として成立するよう

に、保育単価を引き上げること。 

 ３点目、地域全体の子育て環境を

改善できるように、市町村に対する

補助制度を充実させつつ、市町村の

権限を保障することです。 

 この３点を、ぜひ要望していただ

きたいと思います。 


